
政治活動用事務所の立札・看板の制限について 

 公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者（現に公職にある者を含む。以下

「候補者等」という。）及び当該候補者等の後援団体が政治活動のために使用する事

務所において掲示する立札・看板の類いについては、次のような制限があります。 

（公職選挙法第１４３条第１６項・１７項、同法施行令第１１０条の５） 

 

１ 立札・看板の類いの総数の制限 

  立札・看板の類いは、候補者一人につき又は同一の候補者等に係る後援団体のす 

べてを通じて下表に掲げる区分に応じ、それぞれに定める総数の範囲内で掲示する 

ことができます。 

選 挙 の 種 類 公職の候補者等 後援団体（すべてを通じて） 

唐津市長選挙 ６枚 ６枚 

唐津市議会議員選挙 ６枚 ６枚 

 ※ 例えば唐津市議会議員選挙の候補者になろうとする者については、自己の政治 

  活動用の事務所があり、また、自己の後援団体が組織され、その事務所がある場

合には、(1)自己の事務所に６枚まで (2)後援団体の事務所に６枚まで、それぞ

れ立札・看板の類いが掲示できます。 

２ 事務所ごとの掲示数の制限 

  一つの事務所には、候補者等・後援団体ごとに２枚まで掲示することができます。 

３ 立札・看板の類いの大きさの制限 

  立札・看板の類いの大きさは、縦１５０ｃｍ以内かつ横４０ｃｍ以内となってい 

ます。(ただし、立札・看板の類いに足を付けた場合は、その長さを含みます。) 

     〔候補者等の個人の政治活動〕    〔後援団体の政治活動〕 

 

【参考例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 選挙管理委員会の表示（証票の貼付）の必要性 

  立札・看板の類いには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定め 

るところの表示をしたもの（以下「証票」という。）を貼付しなければ、掲示する 

ことができません。 

  前記１に掲げる唐津市長・唐津市議会議員選挙に関し、この証票の交付を受けよ 

うとする場合は、唐津市選挙管理委員会に対し交付申請を行い、証票の交付を受け 

ることになります。 ※ 証票は、表面に貼付します。（上図の【参考例】を参照） 

５ その他留意事項 

  立札・看板の類いは、たとえ証票を貼付した法定数の範囲内であっても、(1)当 

該候補者又は当該後援団体の政治活動のために使用する事務所以外の場所（ガード 

レールや電柱も含む。） (2)事務所としての実態のない場所 (3)選挙運動にわたる 

内容のものについては、掲示することができません。 
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